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テンプレート使用時の注意点 ～必ずお読みください～
①用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などは絶対にしないようお願いします。
②フチ無し印刷をご希望の場合は、「ヌリ足し」まで色や写真を配置してください。
③透過性や半透明、パターンなどは変換が正常に出来ない場合がございます。
④入稿される際は、必ずPDF形式で保存したデータでお願いいたします。
⑤PDF形式で保存される前に必ず添付の「PowerPoint-入稿データについて.ｐｄｆ」をお読みください。
⑥PDFの書き出し方法については下記URLの弊社ホームページをご参照ください。
http://www.vanfu.co.jp/guide/technical/microsoft-office/#pd002

⑦PDFを作成後は、必ずこのドキュメントと同じサイズ（290ｘ377）になっているかご確認ください。

このドキュメントのサイズは

幅290ｍｍ×高377ｍｍ

になります。

値 引 き 額

第六次栃木県ＬＰガス料金激変緩和対策事業
とちＬＰ割(第６弾)のご案内

第六次栃木県ＬＰガス料金激変緩和対策事業
とちＬＰ割(第６弾)のご案内

栃木県内でＬＰガスを利用している一般家庭等の皆様へ

栃木県内の約６割、約56万世帯などが利用しているＬＰガス料金が高騰していることから、

一般家庭等の負担軽減を目的として、栃木県補助事業により実施します。

第六次栃木県ＬＰガス料金激変緩和対策事業とは

● 本事業に関して、消費者である皆様ご自身でのお手続きや、各販売事業者へのお申込み等は不要です。

● 値引き額は、各販売事業者の検針票の料金明細等でご確認ください。

現在ご契約のＬＰガス販売事業者（又は補助金センター）

にお問い合わせください

ＬＰガス料金激変緩和対策事業 補助金センター

〒321-0941 宇都宮市東今泉2-1-21栃木県ガス会館 (一社)栃木県ＬＰガス協会内
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■LPガス料金激変緩和対策事業 補助金センター ホームぺージ

合計上限額 550円(税込)

028-689-9912 受付時間 午前９時～午後４時３０分(土日・祝日除く)

※1 令和７年９月に上限額まで値引きをできなかったときは、令和７年10月に値引きを行うことがあります。

※2 消費税をかける前に、500円の値引きを行う場合もありますが、その場合、請求額(税込)に消費税分50円

         が加算されないことから、550円(税込)を値引く場合と同額です。

※3 令和７年８月31日までに、ＬＰガスの契約解除をした場合は、対象外です。

※4 原則、令和７年９月１日以降に、ＬＰガスの新規契約をした場合は、対象外です。

※5 令和７年９月中にＬＰガスの新規契約をした場合、従前の契約で受けた値引き額と合計して、上限額

      550円(税込)になるまでの値引きを受けられる場合があります。

      ただし、値引き状況を確認するため、新規契約時に、従前の契約に係る検針票等を提示いただきます。

      (値引き状況が確認できない場合、値引きを受けることができません。)

合計上限額 550円(税込)

※※

第６次LPガス補助金HP

栃木県内でＬＰガスを消費する一般家庭等を対象に、

令和７年９月(又は10月) にＬＰガス料金の値引きをします。

栃木県内でＬＰガスを消費する一般家庭等を対象に、

令和７年９月(又は10月) にＬＰガス料金の値引きをします。

【とちＬＰ割に関するお問い合わせ】

028-689-9913 Mail: tochigilpg-gekihenkanwa_6@uketsukeform.com

専用電話：

専用FAX：
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